
公募型プロポーザル方式に係る手続の開始 

 

 

次のとおり公募型プロポーザル方式に係る手続を開始します。 

 

令和８年３月２日 

 

山口県知事 村岡嗣政 

 

１ 業務概要 

（１）業務の名称 

   令和８年度休み方改革推進プロモーション事業 

（２）業務内容 

   「こどものために休むことが当たり前となる社会環境の実現」に向け、「こどもや

子育てにやさしい休み方改革」の取組の認知度向上や育児休業・有給休暇等の取得

促進を図る。 

（３）履行期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 参加資格 

この手続きに参加できる者は、次の（１）から（４）に掲げる要件をすべて満たす

単体による参加者（以下「単体参加者」という）、または、次の（１）から（３）まで

の要件をすべて満たす者により構成される共同企業体で、共同企業体の代表企業が次

の（４）を満たす者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は第２項 

に規定する者でないこと。 

（２）県が発注する物品等の製造の請負、物品等の買入れ、借入れ及び売払い並びに業

務の委託の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並

びに資格審査申請の時期及び方法等に関する告示（令和７年山口県告示第２１４号）

に基づく資格審査において、広告・広報又はデザイン企画について業務の委託の特Ａ

又はＡの等級に格付けされている者であること。 

（３）この公募の日から企画提案書の提出の日までの間のいずれの日においても「山口

県の業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領」に基づく参加停

止を受けていないこと。 

（４）山口県内に事業所を有すること。 

 

 



３ 応募要領等の配布 

令和８年３月２日（月）から令和８年３月２７日（金）まで、労働政策課のホームペ

ージに掲載するので、ダウンロードしてください。 

（１）ホームページタイトル 

令和８年度休み方改革推進プロモーション事業に関する公募型プロポーザルの実

施について 

（２）配布資料 

 〇応募要領 

令和８年度休み方改革推進プロモーション事業公募型プロポーザル応募要領 

 〇仕様書 

令和８年度休み方改革推進プロモーション事業仕様書 

 〇別紙様式１ 

 企画提案提出書 

 〇別紙様式２ 

 質問書 

〇別紙 

 参加表明書 

 

４ 提案書の提出方法、提出場所及び受領期限 

（１）提出方法 

   持参、または郵送すること。 

（２）提出場所 

   山口市滝町１番１号 山口県産業労働部労働政策課 

（３）受領期限 

   令和８年３月２７日（金）午後３時必着 

    

５ 審査 

審査は、令和８年度休み方改革推進プロモーション事業審査委員会により、令和８

年４月６日（月）までに実施する。 

 

６ その他 

（１）この手続に参加した者が業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置

要領に基づく参加停止を受けることとなった場合は、審査の対象とせず、又は契

約の締結を行わないことがある。 

（２）提出された提案書は返却しない。また提出された提案書の訂正、差し替えは、認 

めない。 

（３）本件は、本業務委託に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることに

より、効力を生じる。 



（４）詳細については、山口県産業労働部 労働政策課 働き方改革推進班（電話：083-

933-3221）に問い合わせること。 

 

 

以上 


